
新婚さんの新生活を応援します

対象世帯 次の①～⑥の全てを満たす世帯

★ 対象経費★
●新規の住宅購入費、
リフォーム費用

（婚姻日等の１年前の日
以後に契約している）

●賃料、敷金、礼金、
共益費、仲介手数料

※賃料と共益費は６か
月分の費用が上限

●婚姻等した時の年齢がともに29歳以下の世帯・・６0万円

●それ以外の世帯（39歳以下）・・・・・・30万円

E-mail／kosodate@city.shimada.lg.jp

島田市役所 こども未来部 子育て応援課

TEL／0547-36-7159

①令和５年３月1日から令和６年３月31日までに婚姻届等※を提出し受理された世帯

③補助金交付申請時において、当該住宅に住所を有しており、婚姻時等の年齢がともに
3９歳以下

④令和４年分(４月～5月に申請する場合は令和３年分)の夫婦等※の所得の合計額が
５００万円未満
※奨学金を返済している場合は、年間返済額を控除します。

★ 補助額(1世帯あたりの上限額)★
●引越費用

(引越業者又は

運送業者に

支払った費用)

⑤他の公的制度による家賃補助、補助金等を受けていない

対象要件の確認等、お気軽にお問い合わせ
ください。

必要書類については、裏面をご覧ください。

【申請期限】
令和６年3月29日(金)まで
※申請が多数の場合、年度の途中でも
事業が終了となることがあります。

・

・

【令和５年度島田市結婚新生活支援事業】

②令和５年４月1日から令和６年３月31日までの間に、結婚を機に新たに市内に住宅を
購入、リフォーム又は賃借した費用、引越しをした費用で、同期間内に支払いが完了
している。

新婚世帯の新居の取得・リフォーム費・賃貸・引越し費用の補助を行っています。

婚姻時の年齢により、１世帯あたり上限60万円または30万円を支給します！

⑥過去にこの補助金を受けたことがない

※補助対象期間開始日は、夫婦等が住民票上で同居
を開始した日からとなります。
申請が多数の場合、本事業申請期限前に事業が
終了する場合があります。

※令和５年度から静岡県パートナーシップ宣誓制度の宣誓者を補助対象
としています。
必要な書類等について、裏面を参考にしてください。



　夫婦等の住宅手当支給証明書(様式第３号)
　※住宅賃借の場合で、給与所得者である場合。※無職の場合は健康保険証の写しが必要です。

　貸与型奨学金の返済額がわかる書類
　※令和４年中(申請が４月～５月の場合は令和３年中)に貸与型奨学金の返済を行った場合

⑩

⑨

⑧ 　結婚新生活支援補助金の交付申請に係る同意書(様式第２号)　

④

⑥ 【住宅賃借の場合】　住宅の賃貸借契約書の写し及び賃料等の領収書の写し(支払日、支払額の内訳が記載されているもの)

⑤ 【リフォームの場合】　リフォームに係る契約書及び領収書の写し(支払日、支払額の内訳が記載されているもの)

　婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
(静岡パートナーシップ宣誓者においては、宣誓が静岡県知事に受領されたことを証明する書類の写し)

【引越し費用の場合】　引越に係る領収書の写し

②

③

⑦

　夫婦等の令和４年分の所得証明書(市町村長が発行するもの)
　※申請が４月～５月の場合は令和３年分の所得証明書

【住宅購入の場合】　住宅の売買契約書及び領収書の写し(支払日、支払額の内訳が記載されているもの)

チェック 書　類

　結婚新生活支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第１号)①

次の書類を子育て応援課へ提出してください。

※ 上記以外にも、市長が必要と認める書類を提出していただく場合があります。

審査の結果を「結婚新生活支援補助金交付決定通知書兼交付確定通知書」により通知します。

通知書が届いたら、「請求書」に必要事項を記入・押印し、子育て応援課へ提出してください。

請求書の内容を確認し、請求金額を申請者へ振り込みます。

【申請から補助金交付までの流れ】

必要書類を提出 令和6年３月29日（金）まで１

２

３

４

交付決定兼確定

請求書を提出

補助金の振込み

Q＆A

Q 家を建てるため、すまい給付金と併用できます

A 他の公的補助に当たるため併用できません。どちらか一方のみ申請できます。

※ 様式第１号～様式第３号は、島田市ホームページからダウンロードできます。

Q 再婚の場合も申請できますか？

A 対象要件をすべて満たしていれば申請できます。ただし、以前の結婚で既に
この補助金の交付を受けている場合は申請できません。


